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「堀江北小を誇りに思える子ども」を育てる

～「美しく 仲よく たくましく」の校訓のもとに～
11月１９日に鳴門市人権教育研究大会があり、４年生がたくさんのお客さんの前で人権の授業を行い

ました。たくさんのお客さんの前で緊張したと思いますがしっかり自分の思いを考え発表することができ

ました。人権問題について考えることができたすばらしい授業でした。今後も人権意識を高めて欲しいと

思います。11月と１２月は人権推進強化月間です。人権ホップ委員会が「キラキラ言葉、キラキラ行動をし

よう」と呼びかけたり、6年生が朝あいさつ運動をしたり学校全体で人権について取組ができています。

人権の授業や学校生活でよくこんなことを言われると思います。

「ひとに優しい言葉をかけましょう」

「ひとには親切にしましょう」

「ひとを差別することはやめよう」

ところで、この「ひと」というのは誰のことでしょうか？友達や家族や先生など周りにいる人が思い浮かん

だでしょう。今言ったいろいろな「ひと」の中で、大事な人がもう一人抜けています。誰だかわかります

か？それは「自分」です。ぜひ自分も入れて考えてみてください。

「自分に優しい言葉をかけましょう」

「自分には親切にしましょう」

「自分を差別することはやめよう」

友達など周りの人にそうするのはもちろんですが、自分に対してもそうして欲しいと思います。

人は、自分が十分に満足していることは、相手に快くすることができます。反対に、十分に満足していな

いことは、相手にすることは難しいです。このように考えると、「ひとに優しい言葉をかけよう」と思った

ら、それと同じことを、自分にもしてください。自分で自分を優しい言葉をかけることで自分の中で満足

でき、周りの人にももっともっと優しい言葉をかけるようになります。このように、「自分を大切に、周りに

人を大切」にすることは人権の大切な考え方です。このことを頭に入れて人権意識を高めて学校生活を送

ってください。
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11月末、秋が深まり学校のイチョウの木が黄色く染まっ

てきました。紅葉狩りとは、秋に色づいた紅葉を観賞し

て楽しむ日本の伝統的な行楽です。モミジの赤と並んで

イチョウの黄色は日本の秋を象徴する風景です。赤や黄

色に染まったモミジやイチョウを眺めて楽しむことで自

然の美しさを堪能してください。

1２・1月の主な行事予定
１２月

15日（月） 個人懇談 ～１８日（木）

２３日(火) 冬休み前児童集会

２４日(水) 冬季休業日開始 ～１／７日（水）

1月

８日(木) 冬休み明け児童集会

ゆっくりスタート期間 ～９日（金）

９日(金) 避難訓練

ゆっくりスタート期間
１２月１日にお子さんを通じて配布させていただ

いた「冬季休業日明けゆっくりスタート期間につい

て」､１月８日(木)9日(金)を４時間授業で給食後

下校とします。冬季休業日明けの子どもたちの心

身への負担を減らすことにより､長期休業日の生

活から通常の学校生活への無理なく教育活動をス

タートする期間とします。 ご理解とご協力をお願

いします。

PTA授業参観

1２月５日にPTA授業参観がありました。各学級で、

人権問題についての授業を行いました。人権について

考え、意見を出し合うことができました。これからも人

権問題について考えたことを学校生活で活かしてくだ

さい。

お忙しいなか、たくさんの保護者の方々に参観してい

ただきありがとうございました。

個人懇談

1２月１５日～１８日個人懇談になります。担任の

先生から詳細の連絡させていただいていますので

日時などご確認をお願いします。お忙しいなかで

すがよろしくお願いします。




